
大 阪 府 規 則 第 四 十 一 号  

大 阪 府 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準  

を 定 め る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 大 阪 府 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条

例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 五 年 大 阪 府 規 則 第 四 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示

す よ う に 改 正 す る 。  
改 正 後  改 正 前  

  

（ 従 業 者 の 配 置 の 基 準 ）  

第 三 条 （ 略 ）  
 一 医 師 及 び 薬 剤 師 そ れ ぞ れ 医 療 法 （ 昭 和 二

十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ） に 規 定 す る 療 養 病 床

を 有 す る 病 院 と し て 必 要 と さ れ る 数 以 上  
 
 二 ― 四  （ 略 ）  
 五  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  療 養 病 床 が 百 以

上 の 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 に あ っ て は 、 一

以 上  
 六 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３ （ 略 ）  
 一  医 師 及 び 薬 剤 師  そ れ ぞ れ 医 療 法 上 必 要

と さ れ る 数 以 上  
 二 ― 五  （ 略 ）  
 六  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  老 人 性 認 知 症 疾

患 療 養 病 棟 に 係 る 病 床 数 及 び 療 養 病 床 の 数

が 百 以 上 の 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 に あ っ

て は 、 一 以 上  
 七 （ 略 ）  

４ （ 略 ）  

５ 療 養 病 床 を 有 す る 病 院 で あ り 、 か つ 、 老 人 性

認 知 症 疾 患 療 養 病 棟 を 有 す る 病 院 で あ る 指 定

介 護 療 養 型 医 療 施 設 に 置 く べ き 介 護 支 援 専 門

員 の 員 数 の 標 準 は 、 第 一 項 第 六 号 及 び 第 三 項 第

七 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 療 養 病 床 （ 専 ら 要 介

護 者 を 入 院 さ せ る 部 分 に 限 る 。 ） に 係 る 病 室 に

お け る 入 院 患 者 の 数 及 び 老 人 性 認 知 症 疾 患 療

養 病 棟 （ 専 ら 要 介 護 者 を 入 院 さ せ る 部 分 に 限

る 。 ） に 係 る 病 室 に お け る 入 院 患 者 の 数 の 合 計

数 が 百 又 は そ の 端 数 を 増 す ご と に 一 と す る 。  

６ 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 従 業 者 は 、 専 ら 当

該 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 職 務 に 従 事 す る

こ と が で き る 者 を も っ て 充 て な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 入 院 患 者 の 処 遇 に 支 障 が な い 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。  
 
 
 
 
 
 
 

７ 第 一 項 第 六 号 、 第 三 項 第 七 号 及 び 第 五 項 の 介

護 支 援 専 門 員 は 、 専 ら そ の 職 務 に 従 事 す る 常 勤

（ 従 業 者 の 配 置 の 基 準 ）  

第 三 条 （ 略 ）  
 一 医 師 、 薬 剤 師 及 び 栄 養 士 そ れ ぞ れ 医 療 法

（ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 百 五 号 ） に 規 定 す る

療 養 病 床 を 有 す る 病 院 と し て 必 要 と さ れ る

数 以 上  
 二 ― 四  （ 略 ）  
 
 
 
 五 （ 略 ）  

２ （ 略 ）  

３ （ 略 ）  
 一 医 師 、 薬 剤 師 及 び 栄 養 士 そ れ ぞ れ 医 療 法

上 必 要 と さ れ る 数 以 上  
 二 ― 五  （ 略 ）  
 
 
 
 
 六 （ 略 ）  

４ （ 略 ）  

５ 療 養 病 床 を 有 す る 病 院 で あ り 、 か つ 、 老 人 性

認 知 症 疾 患 療 養 病 棟 を 有 す る 病 院 で あ る 指 定

介 護 療 養 型 医 療 施 設 に 置 く べ き 介 護 支 援 専 門

員 の 員 数 の 標 準 は 、 第 一 項 第 五 号 及 び 第 三 項 第

六 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 療 養 病 床 （ 専 ら 要 介

護 者 を 入 院 さ せ る 部 分 に 限 る 。 ） に 係 る 病 室 に

お け る 入 院 患 者 の 数 及 び 老 人 性 認 知 症 疾 患 療

養 病 棟 （ 専 ら 要 介 護 者 を 入 院 さ せ る 部 分 に 限

る 。 ） に 係 る 病 室 に お け る 入 院 患 者 の 数 の 合 計

数 が 百 又 は そ の 端 数 を 増 す ご と に 一 と す る 。  

６ 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 従 業 者 は 、 専 ら 当

該 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 職 務 に 従 事 す る

こ と が で き る 者 を も っ て 充 て な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 （ ユ ニ ッ

ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 （ 条 例 第 四 十 一 条

に 規 定 す る ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施

設 を い う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） を 除 く 。

以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） に ユ ニ ッ ト 型 指 定

介 護 療 養 型 医 療 施 設 を 併 設 す る 場 合 の 指 定 介

護 療 養 型 医 療 施 設 及 び ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療

養 型 医 療 施 設 の 介 護 職 員 を 除 き 、 入 院 患 者 の 処

遇 に 支 障 が な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

７ 第 一 項 第 五 号 、 第 三 項 第 六 号 及 び 第 五 項 の 介

護 支 援 専 門 員 は 、 専 ら そ の 職 務 に 従 事 す る 常 勤



の 者 で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 入 院 患 者 の

処 遇 に 支 障 が な い 場 合 は 、 当 該 指 定 介 護 療 養 型

医 療 施 設 の 他 の 業 務 に 従 事 す る こ と が で き る

も の と す る 。  

８ ・ ９ （ 略 ）  
 

（ 衛 生 管 理 等 ）  

第 七 条 （ 略 ）  

２ 前 項 第 一 号 の 委 員 会 は 、 テ レ ビ 電 話 装 置 そ の

他 の 情 報 通 信 機 器 を 活 用 し て 行 う こ と が で き

る 。  
 

（ 病 院 又 は 診 療 所 で あ る ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療

養 型 医 療 施 設 の 設 備 の 基 準 ） 

第 九 条 （ 略 ）  
 一 （ 略 ）  
  イ （ 略 ）  
  ロ 病 室 は 、 い ず れ か の ユ ニ ッ ト に 属 す る も

の と し 、 当 該 ユ ニ ッ ト の 共 同 生 活 室 に 近 接

し て 一 体 的 に 設 け る こ と 。 た だ し 、 一 の ユ

ニ ッ ト の 入 院 患 者 の 定 員 は 、 原 則 と し て お

お む ね 十 人 以 下 と し 、 十 五 人 を 超 え な い も

の と す る 。  
  ハ 一 の 病 室 の 床 面 積 は 、 十 ・ 六 五 平 方 メ ー

ト ル 以 上 と す る こ と 。 た だ し 、 イ た だ し 書

の 場 合 に あ っ て は 、 二 十 一 ・ 三 平 方 メ ー ト

ル 以 上 と す る こ と 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ニ （ 略 ）  
 二 ― 七  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
 

（ 老 人 性 認 知 症 疾 患 療 養 病 棟 で あ る ユ ニ ッ ト 型

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 設 備 の 基 準 ）  

第 十 条 （ 略 ）  
 一 （ 略 ）  
  イ （ 略 ）  
  ロ 病 室 は 、 い ず れ か の ユ ニ ッ ト に 属 す る も

の と し 、 当 該 ユ ニ ッ ト の 共 同 生 活 室 に 近 接

し て 一 体 的 に 設 け る こ と 。 た だ し 、 一 の ユ

ニ ッ ト の 入 院 患 者 の 定 員 は 、 原 則 と し て お

お む ね 十 人 以 下 と し 、 十 五 人 を 超 え な い も

の と す る 。  
  ハ 一 の 病 室 の 床 面 積 は 、 十 ・ 六 五 平 方 メ ー

ト ル 以 上 と す る こ と 。 た だ し 、 イ た だ し 書

の 場 合 に あ っ て は 、 二 十 一 ・ 三 平 方 メ ー ト

ル 以 上 と す る こ と 。  
 
 
 
 

の 者 で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 入 院 患 者 の

処 遇 に 支 障 が な い 場 合 は 、 当 該 指 定 介 護 療 養 型

医 療 施 設 の 他 の 業 務 に 従 事 す る こ と が で き る

も の と す る 。  

８ ・ ９ （ 略 ）  
 

（ 衛 生 管 理 等 ）  

第 七 条 （ 略 ）  
 
 
 
 

（ 病 院 又 は 診 療 所 で あ る ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療

養 型 医 療 施 設 の 設 備 の 基 準 ） 

第 九 条 （ 略 ）  
 一 （ 略 ）  
  イ （ 略 ）  
  ロ 病 室 は 、 い ず れ か の ユ ニ ッ ト に 属 す る も

の と し 、 当 該 ユ ニ ッ ト の 共 同 生 活 室 に 近 接

し て 一 体 的 に 設 け る こ と 。 た だ し 、 一 の ユ

ニ ッ ト の 入 院 患 者 の 定 員 は 、 お お む ね 十 人

以 下 と し な け れ ば な ら な い 。 
 
  ハ  一 の 病 室 は 、 次 の い ず れ か を 満 た す こ

と 。  
 
 
 
   ⑴  床 面 積 は 、 十 ・ 六 五 平 方 メ ー ト ル 以 上

と す る こ と 。 た だ し 、 イ た だ し 書 の 場 合

に あ っ て は 、 二 十 一 ・ 三 平 方 メ ー ト ル 以

上 と す る こ と 。  
   ⑵  ユ ニ ッ ト に 属 さ な い 病 室 を 改 修 し た

も の に つ い て は 、 病 室 を 区 分 す る 壁 は 、

入 院 患 者 相 互 の 視 線 を 遮 断 す る こ と が

で き る も の で あ る こ と 。 な お 、 壁 と 天 井

と の 間 に 一 定 の 隙 間 が 生 じ て い て も 差

し 支 え な い 。  
  ニ （ 略 ）  
 二 ― 七  （ 略 ）  

２ （ 略 ）  
 

（ 老 人 性 認 知 症 疾 患 療 養 病 棟 で あ る ユ ニ ッ ト 型

指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 設 備 の 基 準 ）  

第 十 条 （ 略 ）  
 一 （ 略 ）  
  イ （ 略 ）  
  ロ 病 室 は 、 い ず れ か の ユ ニ ッ ト に 属 す る も

の と し 、 当 該 ユ ニ ッ ト の 共 同 生 活 室 に 近 接

し て 一 体 的 に 設 け る こ と 。 た だ し 、 一 の ユ

ニ ッ ト の 入 院 患 者 の 定 員 は 、 お お む ね 十 人

以 下 と し な け れ ば な ら な い 。 
  ハ  一 の 病 室 は 、 次 の い ず れ か を 満 た す こ

と 。  
 
 
   ⑴  床 面 積 は 、 十 ・ 六 五 平 方 メ ー ト ル 以 上

と す る こ と 。 た だ し 、 イ た だ し 書 の 場 合

に あ っ て は 、 二 十 一 ・ 三 平 方 メ ー ト ル 以

上 と す る こ と 。  



 
 
 
 
 
 
  ニ （ 略 ）  
 二 ― 七  （ 略 ）  
 
   附  則  
 

１ ― ８ （ 略 ）  

９ 療 養 病 床 を 有 す る 病 院 （ 平 成 二 十 四 年 三 月 三

十 一 日 に お い て 、 医 療 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改

正 す る 省 令 （ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 三 十

三 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 医 療 法 施 行

規 則 （ 以 下 「 旧 医 療 法 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 附

則 第 五 十 二 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い た も の

に 限 る 。 ） で あ る 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 に つ

い て は 、 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 第

三 条 第 一 項 第 二 号 中 「 六 」 と あ る の は 「 八 」 と 、

同 項 第 三 号 中 「 六 」 と あ る の は 「 四 」 と す る 。 
 

10  老 人 性 認 知 症 疾 患 療 養 病 棟 を 有 す る 病 院

（ 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 、 旧 医 療

法 施 行 規 則 附 則 第 五 十 二 条 の 規 定 の 適 用 を 受

け て い た も の に 限 る 。 ） で あ る 指 定 介 護 療 養 型

医 療 施 設 に 置 く べ き 従 業 者 の 員 数 は 、 令 和 六 年

三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 第 三 条 第 三 項 の 規 定

に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の 区 分

に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 員 数 と す る 。  
 一  医 師 及 び 薬 剤 師  そ れ ぞ れ 医 療 法 上 必 要

と さ れ る 数 以 上  

二 ― 五 （ 略 ）   
 六  栄 養 士 又 は 管 理 栄 養 士  老 人 性 認 知 症 疾

患 療 養 病 棟 に 係 る 病 床 数 及 び 療 養 病 床 の 数

が 百 以 上 の 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 に あ っ

て は 、 一 以 上  
 七 （ 略 ）  

11  療 養 病 床 を 有 す る 病 院 （ 平 成 二 十 四 年 三 月

三 十 一 日 に お い て 、 旧 医 療 法 施 行 規 則 附 則 第 五

十 一 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い た も の に 限

る 。 ） で あ る 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 に 係 る 病

室 に 隣 接 す る 廊 下 に つ い て は 、 令 和 六 年 三 月 三

十 一 日 ま で の 間 は 、 第 四 条 第 六 号 及 び 第 九 条 第

一 項 第 五 号 中 「 一 ・ 八 メ ー ト ル 」 と あ る の は 「 一 ・

二 メ ー ト ル 」 と 、 「 二 ・ 七 メ ー ト ル 」 と あ る の

は 「 一 ・ 六 メ ー ト ル 」 と す る 。  

12  老 人 性 認 知 症 疾 患 療 養 病 棟 を 有 す る 病 院

（ 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 、 旧 医 療

法 施 行 規 則 附 則 第 五 十 一 条 の 規 定 の 適 用 を 受

け て い た も の に 限 る 。 ） で あ る 指 定 介 護 療 養 型

医 療 施 設 に 係 る 病 室 に 隣 接 す る 廊 下 に つ い て

は 、 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 第 五 条

第 六 号 中 「 一 ・ 八 メ ー ト ル 」 と あ る の は 「 一 ・

二 メ ー ト ル 」 と 、 「 二 ・ 七 メ ー ト ル 以 上 （ 医 療

法 施 行 規 則 第 四 十 三 条 の 二 の 規 定 の 適 用 を 受

け る 病 院 の 中 廊 下 の 幅 に あ っ て は 、 二 ・ 一 メ ー

ト ル 以 上 ） 」 と あ る の は 「 一 ・ 六 メ ー ト ル 以 上 」

と す る 。  

   ⑵  ユ ニ ッ ト に 属 さ な い 病 室 を 改 修 し た

も の に つ い て は 、 病 室 を 区 分 す る 壁 は 、

入 院 患 者 相 互 の 視 線 を 遮 断 す る こ と が

で き る も の で あ る こ と 。 な お 、 壁 と 天 井

と の 間 に 一 定 の 隙 間 が 生 じ て い て も 差

し 支 え な い 。  
  ニ （ 略 ）  
 二 ― 七  （ 略 ）  
 
   附  則  
 

１ ― ８ （ 略 ）  

９ 療 養 病 床 を 有 す る 病 院 （ 平 成 二 十 四 年 三 月 三

十 一 日 に お い て 、 医 療 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改

正 す る 省 令 （ 平 成 二 十 四 年 厚 生 労 働 省 令 第 三 十

三 号 ） 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 医 療 法 施 行

規 則 （ 以 下 「 旧 医 療 法 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 附

則 第 五 十 二 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い た も の

に 限 る 。 ） で あ る 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 に つ

い て は 、 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間

は 、 第 三 条 第 一 項 第 二 号 中 「 六 」 と あ る の は 「 八 」

と 、 同 項 第 三 号 中 「 六 」 と あ る の は 「 四 」 と す

る 。  

10  老 人 性 認 知 症 疾 患 療 養 病 棟 を 有 す る 病 院

（ 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 、 旧 医 療

法 施 行 規 則 附 則 第 五 十 二 条 の 規 定 の 適 用 を 受

け て い た も の に 限 る 。 ） で あ る 指 定 介 護 療 養 型

医 療 施 設 に 置 く べ き 従 業 者 の 員 数 は 、 平 成 三 十

六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 第 三 条 第 三 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 従 業 者 の

区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 員 数 と す る 。  
 一 医 師 、 薬 剤 師 及 び 栄 養 士 そ れ ぞ れ 医 療 法

上 必 要 と さ れ る 数 以 上  

二 ― 五 （ 略 ）   
 
 
 
 

六 （ 略 ）  

11  療 養 病 床 を 有 す る 病 院 （ 平 成 二 十 四 年 三 月

三 十 一 日 に お い て 、 旧 医 療 法 施 行 規 則 附 則 第 五

十 一 条 の 規 定 の 適 用 を 受 け て い た も の に 限

る 。 ） で あ る 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 に 係 る 病

室 に 隣 接 す る 廊 下 に つ い て は 、 平 成 三 十 六 年 三

月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 第 四 条 第 六 号 及 び 第 九

条 第 一 項 第 五 号 中 「 一 ・ 八 メ ー ト ル 」 と あ る の

は 「 一 ・ 二 メ ー ト ル 」 と 、 「 二 ・ 七 メ ー ト ル 」 と

あ る の は 「 一 ・ 六 メ ー ト ル 」 と す る 。  

12  老 人 性 認 知 症 疾 患 療 養 病 棟 を 有 す る 病 院

（ 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 に お い て 、 旧 医 療

法 施 行 規 則 附 則 第 五 十 一 条 の 規 定 の 適 用 を 受

け て い た も の に 限 る 。 ） で あ る 指 定 介 護 療 養 型

医 療 施 設 に 係 る 病 室 に 隣 接 す る 廊 下 に つ い て

は 、 平 成 三 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 は 、 第

五 条 第 六 号 中 「 一 ・ 八 メ ー ト ル 」 と あ る の は 「 一 ・

二 メ ー ト ル 」 と 、 「 二 ・ 七 メ ー ト ル 以 上 （ 医 療

法 施 行 規 則 第 四 十 三 条 の 二 の 規 定 の 適 用 を 受

け る 病 院 の 中 廊 下 の 幅 に あ っ て は 、 二 ・ 一 メ ー

ト ル 以 上) 」 と あ る の は 「 一 ・ 六 メ ー ト ル 以 上 」

と す る 。  



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ ユ ニ ッ ト の 定 員 等 に 係 る 経 過 措 置 ）  

４  当 分 の 間 、 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 大 阪 府 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人

員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 第 九 条 第 一 項 第 一 号 ロ 及

び 第 十 条 第 一 号 ロ の 規 定 に 基 づ き 入 院 患 者 の 定 員 が 十 人 を 超 え る ユ ニ ッ ト を

整 備 す る ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 は 、 同 規 則 第 三 条 第 一 項 第 二 号 及

び 第 三 号 、 同 条 第 二 項 第 二 号 及 び 第 三 号 、 同 条 第 三 項 第 二 号 及 び 第 三 号 、 第 十

二 条 、 附 則 第 二 項 第 二 号 、 附 則 第 三 項 、 附 則 第 九 項 並 び に 附 則 第 十 項 第 二 号 及

び 第 三 号 の 基 準 を 満 た す ほ か 、 ユ ニ ッ ト 型 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 に お け る 夜

間 及 び 深 夜 を 含 め た 介 護 職 員 及 び 看 護 職 員 の 配 置 の 実 態 を 勘 案 し て 職 員 を 配

置 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

６  こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 建 物 （ 基 本 的 な 設 備 が 完 成 し て い る も の を 含

み 、 こ の 規 則 の 施 行 の 後 に 増 築 さ れ 、 又 は 全 面 的 に 改 築 さ れ た 部 分 を 除 く 。 ） の

病 室 で あ っ て 、 第 八 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 大 阪 府 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の

人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 施 行 規 則 第 九 条 第 一 項 第 一 号 ハ

⑵ 及 び 第 十 条 第 一 号 ハ ⑵ の 規 定 の 要 件 を 満 た し て い る 病 室 に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  

13 ― 17  （ 略 ）  13 ― 17  （ 略 ）  
  


